
令和３年４月１日以後開始事業年度等分 

外国法人用 

 

 

【№52】①欄の金額は、付表２－１①のＤ欄、Ｅ欄（Ｘ欄に金額があ

る場合、付表２－２の各欄）又は２－３①のＡ欄、Ｂ欄の金額のそれ

ぞれ 1,000円未満切捨て後の金額の合計額と一致していますか（⑤欄

又は付表２－１若しくは２－３⑪の各欄に記載がある場合、返還等対

価の額に相当する金額又は特定課税仕入れに係る支払対価の額が加

算されていますか。）。 

【№50】本店等との間の内部取引は資産の譲渡等に含まれません。 

 

【№61】法人税申告書別表四の加減算項目中、消費税法上課税取引となるものについ

て、消費税及び地方消費税の申告書において調整を行っていますか。 

【№63】課税仕入れに係る消費税額が全額控除できず、資産に係る控除対象外消費税

額等を損金の額に算入している場合、法人税申告書別表十六(十)を添付していますか。 

【№60】⑩欄及び㉑欄の金額について、それぞれの金額の配賦誤りや、

中間申告 11回目分の記載漏れはありませんか。 

【№62】㉖欄の金額は、貸借対照表と法人税申告書別表五(一)の未払

（未収）消費税額等の合計額と一致していますか（各月ごとに申告及

び納付している外国法人の場合、その合計額に決算月の前月分の納付

（還付）税額を調整した金額と一致していますか。）。 


